
JP 2009-2031 A 2009.1.8

(57)【要約】
【課題】管継手の本管部と枝管部の継手構造が極めてコ
ンパクトで逆流防止機能付きの通気管接続用の管継手を
提供することを目的とする。
【解決手段】両端に上流側排水管接続口と下流側排水管
接続口とを備える本管部と、通気管接続口を備え、前記
本管部の管軸に対し直交する平面であって該平面に対し
平行に延びており、かつ、前記本管部と流体連通にある
枝管部を含み、前記枝管部の内径は、前記本管部の内径
に対し４０％～９０％の範囲内にあり、かつ、前記枝管
部の内部管底は、前記本管部の内径に対し６０％以上の
高さの位置において、前記本管部の内壁面から外方へ向
けて水平に延びていることを特徴とする通気管接続用の
管継手を提供する。
【選択図】　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両端に上流側排水管接続口と下流側排水管接続口とを備える本管部と、
　通気管接続口を備え、前記本管部の管軸に対し直交する平面であって該平面に対し平行
に延びており、かつ、前記本管部と流体連通にある枝管部を含み、
　前記枝管部の内径は、前記本管部の内径に対し４０％～９０％の範囲内にあり、かつ、
前記枝管部の内部管底は、前記本管部の内径に対し６０％以上の高さの位置において、前
記本管部の内壁面から外方へ向けて水平に延びていることを特徴とする通気管接続用の管
継手。
【請求項２】
　前記枝管部の下半分の内壁面と本管部の内壁面とは、前記枝管部の管軸に対し平行な垂
直断面で切り取った時、少なくとも９０°未満の鋭角を形成するように接続されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の通気管接続用の管継手。
【請求項３】
　前記枝管部の内部管頂は、前記本管部の管軸を通る垂直断面を横断しないように前記本
管部の管壁へ接続され、かつ、少なくとも前記本管部の内部管頂より上位の高さに配置さ
れていることを特徴とする請求項１又は２に記載の通気管接続用の管継手。
【請求項４】
　前記枝管部の通気管接続口へ、直接または間接的に逆流防止機能付き通気弁が接続され
ていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の通気管接続用の管継手。
【請求項５】
　前記管継手及び通気弁は異径配管接続継手を介して接続されており、前記異径配管接続
継手の内部管頂は、前記管継手枝管部の内部管頂及び前記通気弁接続口の内部管頂と実質
的に同じ高さを形成するように面一に接続されていることを特徴とする請求項４に記載の
通気管接続用の管継手。
【請求項６】
　通気弁の接続口へ、請求項１ないし３のいずれかに記載の通気管接続用の管継手の枝管
部が直接または間接的に接続されていることを特徴とする逆流防止機能付き通気弁。
【請求項７】
　前記通気弁及び管継手は異径配管接続継手を介して接続されており、前記異径配管接続
継手の内部管頂は、前記通気弁接続口の内部管頂及び前記管継手枝管部の内部管頂と実質
的に同じ高さを形成するように面一に接続されていることを特徴とする請求項６に記載の
逆流防止機能付き通気弁。
【請求項８】
前記異径配管接続継手の内部管底は、前記管継手枝管から通気弁接続口へ向けて上方に縮
径されていることを特徴とする請求項５に記載の通気管接続用の管継手又は請求項７に記
載の逆流防止機能付き通気弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、戸建て住宅や多層階の集合住宅の屋内排水管に接続される通気管接続用の管継
手（及び／又は該管継手へ接続された逆流防止機能付き通気弁）に関し、特に、床下など
の狭小スペースの中で横引きされた排水管から分岐して通気管を接続しなければならない
場合に極めて有効な省スペース型の通気管接続用の管継手（及び／又は通気弁）に関する
。
【背景技術】
【０００２】
戸建て住宅や多層階の集合住宅において屋内排水管を配管する場合、一般的には、空気を
取り込むことにより排水の流れをスムーズにするための通気管が排水管の経路中に接続さ
れる。また、流し台、洗面台、トイレなどの排水設備の下流側には、通常、臭気等の流入
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を防止するための排水トラップが設けられているため、通気管は、排水トラップ内の封水
が排水のサイフォン効果等より吸引されないように排水トラップの近くに接続されること
が好ましい。
【０００３】
ところで、近年では、従来の固定観念にとらわれないデザインや機能性を重視した外観や
室内レイアウト有する戸建て住宅およびマンション等が増えてきている。また、都市部に
おいては、土地の有効活用等を目的とした戸建て住宅の多層化や、マンション等の集合住
宅の高層化が進んでいる。
【０００４】
このような背景の中、近年では排水設備・排水管においても、流し台、洗面台、トイレ等
の自由なレイアウトを許容しながら、限られた空間を効率良く利用することが求められて
いる。特に、多層化が進んだ集合住宅等においては、室内に配置された流し台等の排水設
備と、上下階を結ぶために外壁近くに配管された排水管とを接続する必要があるため、横
引きされた排水管を多用して狭小な床下スペースを有効利用することが重要である。この
ため、従来から、省スペース化を実現するためのコンパクトな配管構造やこれに使用され
るコンパクトな管継手などが提案されてきた。
【０００５】
例えば、特開２００２－３０９６３９号公報では、トイレ等の排水設備とフレキシブルな
通気管を建物の外壁と内壁の間に縦引きされた排水管へ直接接続することにより、本質的
に床下配管を必要としない配管構造が提案されている。しかしながら、この配管構造では
、トイレ等のあらゆる排水設備を縦引きされた排水管、すなわち建物の外壁から離して室
内に自由にレイアウトできないという不都合を生じる。
【０００６】
また、床下を利用した配管構造として、特開２０００－７４２６０号公報では、横引きさ
れた排水管の排水が通気管へ流れ込むことがないようにした管継手を有する配管構造が示
されており、特開２００４－８４２１２号公報では、ポンプ圧送により床下排水管の小径
化、無勾配化を図り、床下排水管の省スペース化を実現した配管構造が示されている。
【０００７】
しかしながら、前者の場合、通気管を接続するための管継手は、横引きされた排水管の末
端部、すなわち、上下階を結ぶ縦引きされた配管との接続点に設置しなければならないと
いう設計及び施工上の制約があり、さらに、この管継手は高さ方向にはコンパクトな構造
でないため、特に、高さ方向に余裕のない床下スペースでは、事実上設置できないという
問題があった。また、後者の場合は、圧送ポンプの設置により配管構造が複雑となり、ポ
ンプのメンテナンスや信頼性が問題となる他、狭小スペースの中で通気管を分岐するため
の特別な配慮がなされていないため、通気管を分岐するためには、従来どおりの管継手や
工法を用いて床下に比較的大きなスペースを確保しなければならないという問題があった
。
【０００８】
さらに、通気管を接続するためには、横引きされた排水管の途中に特開２００１－１６５
３８０号公報および特開２００３－２４０１８１号公報に示されるような後付けタイプの
分岐用管継手を取り付けたり、あるいは、特開２００５－１１３４１９号公報に示される
ような、本管部に対して偏心させた小径の枝管部が予め分岐されている分岐用管継手を利
用することも考えられる。しかしながら、いずれの管継手の場合も、本管部および枝管部
を排水管として使用して管継手の中で合流させることを前提に設計されているため、枝管
部を空気しか流れない通気管として使用する場合は、分岐部において枝管部の内部管底の
高さが本管部の内径に対して十分でない場合がある。
【０００９】
すなわち、本管部および枝管部の両者を排水管として使用する場合は、枝管部の内部管底
の高さを本管部の内径の半分程度の高さに設定し、多少、本管部から排水が逆流してくる
のを許容する構造を採用しても、枝管部から流出する排水のカウンターフローにより、排
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水の逆流を阻止したり管内に残った異物を洗い流すことができる。しかし、枝管部を通気
管として使用する場合は、枝管部の中に本管部から流入してくる排水を押し返す流体が一
切存在しないため、排水が逆流したり、逆流してくる排水の中に含まれる異物等の堆積に
より配管詰まりを生ずるおそれがある。
【００１０】
また、特開２００５－１１３４１９号公報に示される分岐用管継手の場合、管継手の枝管
部の内径は、本管部の内径に対し約４０％未満に抑えたもの（呼び径５０の排水管に対し
、呼び径２０又は２５の分岐管が接続される）を用いて、管継手の枝管部の管頂が本管部
の管頂を越えないように配置することにより、管継手の高さ方向の省スペース化を図るこ
とが前提となっている。このため、種々の要因により、本管部の内径に対して４０％以上
の内径を有する通気管の接続が必要となる排水系統においては、このタイプの分岐用管継
手を使用することができないという問題があった。
【００１１】
さらに、特開２００１－１６５３８０号公報および特開２００３－２４０１８１号公報に
示されるような後付けタイプの分岐用管継手の場合は、施工後の管継手取付け部の高さが
大幅に拡大されるため、これに応じて、予め大きな床下スペースを確保しておかなければ
ならないという不都合があり、また、この管継手は後付けタイプであるため、実際には、
床下の限られたスペースの中で排水管を加工し、かつ、管継手を取り付けることは極めて
困難であるという問題があった。
【特許文献１】特開２００２－３０９６３９号公報
【特許文献２】特開２０００－７４２６０号公報
【特許文献３】特開２００４－８４２１２号公報
【特許文献４】特開２００１－１６５３８０号公報
【特許文献５】特開２００３－２４０１８１号公報
【特許文献６】特開２００５－１１３４１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
そこで、本発明は上記の問題点に鑑み、通気管の内径が本管の内径に対して４０％を超え
るものであっても、床下などの狭小スペースにおいて横引きされた排水管から通気管の分
岐を可能とする、本管部と枝管部の継手構造が極めてコンパクトで、かつ、本管部から枝
管部への排水の逆流が防止される通気管接続用の管継手を提供することを目的とする。ま
た、漏水防止のため、通気管の末端部を外壁等に沿って立ち上げる必要がなく、かつ、分
岐された通気管にも殆ど勾配を設ける必要がなく排水設備近傍に接続可能な通気管接続用
の管継手及び／又は該管継手へ接続された逆流防止機能付き通気弁を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明者等は、床下のような狭小スペースにおいて、横引きされた排水管から通気管を分
岐するための省スペース型の管継手について鋭意検討を重ねた結果、通気管を分岐するた
めの管継手の枝管部の内径を排水管が接続される本管部の内径に対して４０％～９０％の
範囲内の大きさに制限し、かつ、管継手の枝管部の管軸と本管部の管軸とが互いに接する
（交差する）ことがないように偏心させて配置し、さらに枝管部の内部管底が本管部の内
径に対して一定の比率以上の高さで分岐させることが上記目的を達成するために最も効果
的であるとの結論に達し、本発明の通気管接続用の管継手を完成するに至った。また、管
継手の通気管接続口へ、直接的又は通気管や他の管継手を介在させて間接的に逆流防止機
能付きの通気弁を接続しておけば、通気管末端部を立ち上げることなく、配管詰まりなど
異常発生時の漏水を十分に防止できることが判った。
【００１４】
すなわち、本発明によれば、両端に上流側排水管接続口と下流側排水管接続口とを備える
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本管部と、通気管接続口を備え、前記本管部の管軸に対し直交する平面であって該平面に
対し平行に延びており、かつ、前記本管部と流体連通にある枝管部を含み、前記枝管部の
内径は、前記本管部の内径に対し４０％～９０％の範囲内にあり、かつ、前記枝管部の内
部管底は、前記本管部の内径に対し６０％以上の高さの位置において、前記本管部の内壁
面から外方へ向けて水平に延びていることを特徴とする通気管接続用の管継手が提供され
る。
【００１５】
また、本発明では、このような構成を採用することにより、前記枝管部下半分の内壁面と
本管部の内壁面とは、前記枝管部の管軸に対し平行な垂直断面で切り取った時、少なくと
も９０°未満の鋭角を形成するように接続されるという特徴を有する。
【００１６】
本発明による管継手は、排水管を接続するための本管部と、これから直交するように外方
へ分岐した通気管を接続するための枝管部とから構成される。
【００１７】
枝管部の内径は、本管部の内径に対し４０％～９０％の範囲内の大きさで選択される。こ
の中で下限値を設ける理由は、通常、１つの排水管に対しその約半分の内径を有する通気
管を接続しておけば、排水トラップ内の封水の吸引による破壊を防止することができるか
らである。また、本発明の１つの目的が、管継手の枝管部の内径が本管部の内径に対し４
０％を超えることにより枝管部の管頂が本管部の管頂から突出してしまうような場合であ
っても、床下などの狭小スペース内において横引きされた排水管から通気管の分岐を可能
とする省スペース型の通気管接続用の管継手を提供することを目的としているからでもあ
る。
【００１８】
上限値を設ける理由は、多数の排水設備および排水管が複雑に接続された排水系統では、
排水による管内の大きな圧力変動に対処するために、排水管に対し大径の通気管を接続し
ておかなければならない場合があるが、実質的には、排水管の内径と同じか、又は排水管
の内径より大きな内径を有する通気管を接続する意義は殆どないものと考えられるからで
ある。
【００１９】
なお、本発明において、管継手の枝管部の内径が本管部の内径に対して５０％～１００％
の範囲内ではなく４０％～９０％の範囲内としているのは、例えば、実際に使用される塩
化ビニル管は、各呼び径に対する外径や肉厚などの規格化された寸法に基づいて製造され
ているため、５０％近傍、および１００％近傍の比率で実際に組み合わせることができる
通気管と排水管の内径およびその内径比率を考慮したからである。
【００２０】
また、枝管部は、本管部の管軸に対し直交する平面において、該平面に対し平行に延びる
ように本管部から分岐される。すなわち、枝管部は本管部と直交するように分岐される。
これは、排水管内において排水の流れによって生じる圧力変動に伴い、排水管の中で通気
しなければならない区域が排水管の上流側及び下流側のいずれの側でも発生し得るため、
枝管部を本管部の管軸に対して中立の角度である直交する位置に配置するのが円滑な空気
流れを確保するために最も有利だからである。
【００２１】
さらに、管継手の枝管部は、その内部管底が本管部の内径に対し６０％以上の高さの位置
において、本管部の内壁面から外方へ向けて水平に延びるように分岐される。すなわち、
継手管の枝管部と本管部とは互いに直交するように分岐されるが、枝管部の管軸と本管部
の管軸とは互いに接する（交差する）ことがないように偏心させて配置される。また、枝
管部の内部管底は、本管部の内壁面から勾配を設けることなく外方へ向けて水平に延ばさ
れる。
【００２２】
これは、枝管部の内部管底を本管部の内径に対して６０％より低い位置から分岐した場合
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、本管部を流れる排水の逆流を防止するためには不十分であり、また、枝管部の中には本
管部から流入してくる排水を押し流す流体が一切存在しないため、逆流してくる排水の中
に含まれる異物等の堆積により配管詰まりを生じるおそれがあるからである。
【００２３】
また、枝管部の内部管底を本管部の内径に対し６０％以上の高さの位置から分岐すると、
枝管部下半分の内壁面と本管部の内壁面とは、枝管部の管軸に対し平行な垂直断面で切り
取った時、少なくとも９０°未満の鋭角を形成するように接続される。換言すれば、本管
部と連通する枝管部接続端は、その直下に鉛直方向より本管部の中心方向へ傾斜した本管
部内壁面を形成する。
【００２４】
このため、本発明によれば、本管部を流れる排水が何らかの要因で枝管部接続端の直下に
形成された本管部内壁面に衝突したり、該内壁面に沿って振幅運動をしたりするような場
合であっても、本管部を流れる排水は本管部の中心方向へ、すなわち枝管部接続端（本管
部分岐口）から遠ざかる方向へ案内若しくは跳ね返され、これにより、排水が枝管部内へ
逆流するのが強力に防止される。
【００２５】
また、管継手枝管部の内部管底は、勾配が設けられることなく、直接、本管部の内壁面か
ら外方へ向けて水平に延ばされているため、本発明の管継手は、枝管部の内部管底高さを
基準に枝管部の外部突出高さが最も抑制された、換言すれば、高さ方向に最も省スペース
化された外部形状を形成することができる。
【００２６】
また、本発明によれば、管継手の枝管部の内部管頂は、本管部の管軸を通る垂直断面を横
断しないように本管部の内壁面へ接続され、かつ、少なくとも本管部の内部管頂より上位
の高さに配置されることが好ましい。
【００２７】
本発明の管継手は、枝管部の内径が本管部の内径に対し４０％～９０％の範囲内の大きさ
にあり、かつ、枝管部の内部管底が本管部の内径に対し６０％以上の高さから分岐されて
いるため、本管部の内部管頂より上位に位置する枝管部の内部管頂が本管部の管軸を通る
垂直断面で、すなわち、本管部の内部管頂で収束するように接続されていることが管継手
のコンパクト化を図る上で最も有利となるからである。
【００２８】
ただし、枝管部の内径が本管部の内径に対し９０％近くに達するような場合は、物理的に
枝管部の内径をそのまま維持しながら、枝管部の内部管頂を本管部の内部管頂へ収束させ
ることができない場合がある。したがって、このような場合は、本管部の分岐口を狭めて
まで枝管部の内部管頂を本管部の管軸を通る垂直断面で終わらせて本管部の内壁面へ接続
させる必要はない。
【００２９】
さらに、本発明によれば、直接的に枝管部の通気管接続口へ、または間接的に通気管接続
口に接続された通気管等を介して逆流防止機能付き通気弁が接続されていること、別言す
れば、直接的に逆流防止機能付き通気弁の接続口へ、または間接的に通気弁の接続口に接
続された通気管等を介して前記通気管接続用の管継手が接続されていることが好ましい。
【００３０】
なぜなら、排水管に接続される通気管は、排水管の詰まりなどにより生じる万が一の異常
事態発生に備えて、下流側へ向けて上り勾配を設けたり、あるいは通気管の末端部を外壁
等に沿って立ち上げることにより排水が外部への漏出するのを防止しておく必要がある。
しかし、本発明のように床下などの狭小スペースを利用して通気管を配管する場合は、通
気管に十分な勾配を設けることができず、また、通気管を立ち上げるために、外壁近くま
で通気管を延長することは配管構造、施工工事ともに複雑になり不利だからである。
【００３１】
本発明の管継手に直接又は間接的に取り付けることができる通気弁は、逆流防止機能付き
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であれば特に限定されることなく市販されている通気弁を使用することができるが、特に
、床下など高さ方向に余裕がないスペースにおいて使用されること、および本発明の管継
手と同レベルの高さで直接接続して使用される場合があることなどを考慮すると、本発明
の管継手と同様に高さ方向に省スペース化された通気弁が使用されることが好ましい。こ
のため、具体的には、特開２００４－３５３４４５号公報に記載されているような省スペ
ース型で横方向から接続可能な通気弁（排水用通気装置）を導入することが推奨される。
【００３２】
また、本発明において、管継手及び通気弁を異径配管接続継手を介して接続する場合、異
径配管接続継手の内部管頂は、管継手枝管部の内部管頂と通気弁接続口の内部管頂と実質
的に同じ高さを形成するように面一に接続されることが好ましい。
【００３３】
このような各管頂を面一にした異径配管接続継手を介した管継手及び通気弁の接続配置は
、高さ方向の無駄なスペースの形成を防止し、床下などの狭小スペースを利用して本発明
の管継手及び通気弁を取り付ける場合に有利となる。
【００３４】
また、この時、管継手及び異径配管接続継手、通気弁の内部管底は、各管頂の配置とは異
なり、管継手枝管から通気弁接続口へ向けて上り勾配を設けることが可能であるため、逆
流してくる排水が通気弁へ流入するのを強力に防止することができる。このため、異径配
管接続継手を用いて管継手及び通気弁を接続する場合、異径配管接続継手の内部管底は、
管継手枝管から通気弁接続口へ向けて上方に縮径されている状態で取り付けるのがより好
ましい。
【発明の効果】
【００３５】
本発明によれば、接続された排水管からの排水の逆流が強力に防止され、分岐される通気
管の内径が本管の内径に対して４０％を超えるものであっても、床下のような狭小スペー
ス内に配置することができる省スペース型の通気管接続用の管継手が提供される。これに
より、排水管から分岐される通気管は、床下などの狭小スペース内において横引きされた
排水管の任意の位置から分岐することが可能となり、排水管に接続される排水設備等のレ
イアウトの自由度が大幅に拡大される。
【００３６】
また、本発明によれば、排水管に詰まりが生じるなどの異常発生時に、逆流してくる排水
の漏水を確実に防止することができる逆流防止機能付き通気弁が取り付けられた、全体と
しても極めてコンパクトな通気管接続用の管継手及び／又は該管継手へ接続された逆流防
止機能付き通気弁が提供される。これにより、排水管から分岐された通気管を外壁近くへ
又は屋外まで延長したり、あるいは、通気管の末端部を外壁等に沿わせて立ち上げる必要
性がなくなり、排水配管構造を床下スペースに合わせて簡素化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
以下、本発明の一実施形態に係る通気管接続用の管継手及び／又は該管継手へ接続された
逆流防止機能付き通気弁について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明は
、以下に示される実施例に限定されるものではなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範
囲内で各種の変更が可能である。
【実施例１】
【００３８】
図１～３には、排水管の呼び径が７５であり、これから分岐される通気管の呼び径が４０
である塩化ビニル管の接続に用いられる本発明の一実施形態に係る塩化ビニル製の通気管
接続用の管継手１が示されている。本発明の管継手１に接続される排水管および通気管の
組み合わせは、実施例１の組み合わせに限られるものではなく、管継手１の枝管部の内径
が排水管と接続される本管部の内径に対し４０％～９０％の範囲内の大きさにあればよい
。実施例１の場合、枝管部の内径は本管部の内径の約５３％の大きさである。なお、図１
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は管継手１の平面図であり、図２は管継手１の側面図であり、そして、図３は管継手１を
通気管接続口から見た正面図である。
【００３９】
実施例１の管継手１は、排水管と接続される本管部２と、これから直交するように分岐す
る枝管部３とから構成される。また、本管部２は、その両端に上流側排水管を接続するた
めの受口２０と下流側排水管を接続するための受口２１を含み、枝管部３は、通気管を接
続するための受口３０を含む。これらの受口２０，２１，３０は差口とすることも可能で
あるが、ＶＰ管およびＶＵ管等の塩化ビニル管は、共通する外径基準に基づいて各呼び径
が割り当てられているため、管継手の端部を受口形状とする方が接続可能な塩化ビニル管
の種類が拡大され有利である。
【００４０】
図４，５は、図１～３に示された管継手１の断面図である。図４は、管継手１を本管部２
の管軸ａ沿って水平方向に切り取った中心断面（Ａ－Ａ断面）の一部に、枝管部３の中心
断面（Ｂ－Ｂ断面）を組合せた水平断面図である。また、図５は、管継手１を枝管部２の
管軸ｂに沿って縦方向に切り取った垂直断面（Ｃ－Ｃ断面）を示している。
【００４１】
図５を参照して理解されるように、実施例１の管継手１は、枝管部３の管軸ｂを含み本管
部２の管軸ａに対し直交する平面（図示せず）に対し鏡面対称の形状を有する。また、管
継手１の枝管部３は、該平面に対し平行に延びるように本管部２から分岐される。すなわ
ち、枝管部３は本管部２と直交するように分岐される。
【００４２】
本実施例において管継手１の形状が鏡面対称とされているのは、本管部２の上流側および
下流側の排水管接続口（受口）２０，２１を共通の形状とすることにより、管継手１の汎
用性を広げ、そして製作及び施工を容易にするためである。ただし、本発明による管継手
は必ずしも鏡面対称の形状である必要はなく、例えば、上流側と下流側との間で本管部の
長さや接続口の形状等が相違していてもよい。
【００４３】
また、管継手１の枝管部３が本管部２と直交するように分岐されるのは、排水管の中で通
気しなければならない区域は、排水管の上流側及び下流側のいずれの側でも発生し得るた
め、枝管部３を本管部２の管軸ａに対して中立の角度である直交する位置に配置するのが
円滑な空気の流れを確保するために最も有利だからである。
【００４４】
また、枝管部３の内部管底３１は、本管部２の内径ｄ２に対し６０％以上の高さｈにおい
て、本管部２の内壁面２２から外方へ向けて水平に延びるように分岐される。すなわち、
継手管１の枝管部３と本管部２とは直交するように分岐されるが、枝管部３の管軸ｂと本
管部２の管軸ａとは互いに接する（交差する）ことがないように偏心させて配置される。
また、枝管部３の内部管底３１は、本管部２の内壁面２２から勾配を設けることなく外方
へ向けて水平に延ばされる。
【００４５】
枝管部３の内部管底３１を本管部２の内径ｄ２の半分の高さを超えて、内径ｄ２の６０％
の高さから分岐させた場合、本管部２の分岐口２３の直下には、枝管部３の管軸ｂに対し
平行な平面で切り取った時、枝管部下半分の内壁面３２とこれと折り返すように連続する
本管部２の内壁面２２とは、少なくとも９０°未満の鋭角αを形成するように接続される
。換言すれば、本管部２と連通する枝管部３の接続端３３は、その直下に鉛直方向より本
管部２の中心方向へ傾斜した本管部の内壁面２２を形成する。
【００４６】
このため、本発明によれば、本管部２を流れる排水が何らかの要因で枝管部３の接続端３
３の直下に形成された本管部内壁面２２に衝突したり、該内壁面２２に沿って振幅運動を
したりするような場合であっても、本管部２を流れる排水は本管部２の中心方向へ、すな
わち、本管部２の分岐口２３から遠ざかる方向へ案内若しくは跳ね返され、これにより、
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排水が枝管部３内へ逆流するのが強力に防止される。
【００４７】
また、枝管部３の内部管底３１は、勾配が設けられることなく、直接、本管部２の内壁面
２２から外方へ向けて水平に延ばされているため、実施例１の管継手１は、枝管部３の内
部管底３１高さを基準に枝管部３の外部突出高さが最も抑制された、換言すれば、高さ方
向に最も省スペース化された外部形状を形成することができる。
【００４８】
図４及び５を参照して理解されるように、管継手１の枝管部３の内部管頂３４は、本管部
２の管軸ａを通る垂直断面を横断しないように本管部２の内壁面２２へ接続され、かつ、
少なくとも本管部２の内部管頂２４より上位の高さに配置される。このように、枝管部３
の内部管頂３４を本管部２の内部管頂２４で収束させるような接続は、枝管部３の内径ｄ
３が本管部２の内径ｄ２に対し４０％～９０％の範囲内の大きさにあり、かつ、枝管部３
の内部管底３１が本管部２の内径ｄ２に対し６０％以上の高さから分岐された管継手１に
おける無駄なスペースの形成を排除する。
【００４９】
ただし、本発明において、枝管部の内径ｄ３が本管部の内径ｄ２に対し９０％近くに達す
るような場合は、本管部の分岐口２３を狭めてまで枝管部の内部管頂３４を本管部の管軸
ａを通る垂直断面で終わらせて本管部の内壁面２２へ接続させる必要はない。
【実施例２】
【００５０】
図６には、実施例１で示された管継手１の通気管接続口３０へ、異径配管接続継手４を介
して逆流防止機能付き通気弁５が接続された本発明による実施例２の通気管接続用の管継
手（及び／又は該管継手へ接続された逆流防止機能付き通気弁）が示されている。ただし
、管継手１の通気管接続口３０と逆流防止機能付き通気弁５の接続口の大きさが適合する
場合は、異径配管接続継手４を介して接続する必要性はなく、直接、管継手１と通気弁５
を接続してもよい。
【００５１】
また、本発明の管継手１に直接又は間接的に取り付けることができる通気弁は、逆流防止
機能付きであれば特に限定されることなく市販されている通気弁を使用することができる
。しかし、本発明の目的に従い、床下の高さ方向がないスペースにおいて使用されること
、および本発明の管継手１と直接接続して使用される場合があることを考慮すると、本発
明の管継手１と同様に高さ方向に省スペース化された通気弁が使用されることが好ましい
。このため、実施例２の管継手１では、特開２００４－３５３４４５号公報に記載されて
いる省スペース型で横方向からの接続が可能な通気弁５（排水用通気装置）を採用してい
る。
【００５２】
この結果、逆流防止機能付き通気弁５を備えた実施例２の管継手１（及び／又はコンパク
ト接続を可能にする管継手１を備えた逆流防止機能付き通気弁５）によれば、排水管に詰
まりが生じるなどの異常発生時に、逆流してくる排水の漏水を確実に防止することができ
、このため、排水管から分岐された通気管を外壁近くへ又は屋外まで延長したり、あるい
は、通気管の末端部を外壁等に沿わせて立ち上げる必要性がなくなり、排水配管構造を床
下スペースに合わせて簡素化することができる。
【実施例３】
【００５３】
図７には、実施例２で示された異径配管接続継手を介して管継手及び逆流防止機能付き通
気弁を接続する場合の管継手（及び／又は該管継手へ接続された通気弁）の変形例であっ
て、高さ方向の無駄なスペースの形成を排除し、かつ、逆流してくる排水が通気弁へ流入
するのを防止することを目的として設計された本発明による実施例３の通気管接続用の管
継手（及び／又は該管継手へ接続された逆流防止機能付き通気弁）が示されている。
【００５４】
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実施例３の管継手１（及び／又は通気弁５）の場合、管継手１と通気弁５の間に接続され
る異径配管接続継手４’の内部管頂４０は、管継手枝管部３の内部管頂３４と通気弁接続
口５０の内部管頂５１と実質的に同じ高さを形成するように面一に接続される。
【００５５】
このような各管頂３４，４０，５１を面一にした異径配管接続継手４’を介した管継手１
及び通気弁５の接続配置は、高さ方向の無駄なスペースの形成を防止し、床下などの狭小
スペースを利用して本発明の管継手及び通気弁を取り付ける場合に有利となる。
【００５６】
また、実施例３の管継手１（及び／又は通気弁５）によれば、異径配管接続継手４’の内
部管底４１は、管継手枝管３から通気弁接続口５０へ向けて上方に縮径される状態で取り
付けられるため、異径配管接続継手４’の内部管底４１は各管頂３４，４０，５１の配置
とは異なり、管継手枝管３から通気弁接続口５０へ向けて上り勾配が形成されることによ
り、逆流してきた排水が通気弁５へ流入するのを強力に防止することができる。
【００５７】
この結果、実施例３の管継手１（及び／又は通気弁５）によれば、実施例２の管継手１（
及び／又は通気弁５）の長所を維持しながら、さらに、排水管に詰まりが生じるなどの異
常発生時に、逆流してくる排水の漏水を強力に防止することができる異径配管接続継手４
’を介した通気管接続用の管継手１及び逆流防止機能付き通気弁５の接続構造が提供され
る。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明による通気管接続用の管継手を上から見た平面図である。
【図２】本発明による通気管接続用の管継手を排水管接続口から見た側面図である。
【図３】本発明による通気管接続用の管継手を通気管接続口から見た正面図である。
【図４】図１に示された管継手を本管部の管軸に沿って水平方向に切り取った中心断面（
Ａ－Ａ断面）の一部に、枝管部の中心断面（Ｂ－Ｂ断面）を組合せた水平断面図である。
【図５】図１に示された管継手を枝管部の管軸に沿って縦方向に切り取った垂直断面（Ｃ
－Ｃ断面）図である。
【図６】図１に示された管継手に異径配管接続継手を介して通気弁が接続された本発明に
よる他の実施形態の管継手（及び／又は通気弁）であって、それを管継手枝管部の管軸に
沿って縦方向に切り取った垂直断面図である。
【図７】図６に示された異径配管接続継手とは異なる形状の異径配管接続継手を介して管
継手及び通気弁が接続された本発明による他の実施形態の管継手（及び／又は通気弁）で
あって、それを管継手枝管部の管軸に沿って縦方向に切り取った垂直断面図である。
【符号の説明】
【００５９】
　　１　　　　　　通気管接続用の管継手
　　２　　　　　　本管部
　　３　　　　　　枝管部
　　４、４’　　　異径配管接続継手
　　５　　　　　　逆流防止機能付き通気弁
　　２０、２１　　受口
　　２２　　　　　本管部内壁面
　　２３　　　　　本管部分岐口
　　２４　　　　　本管部内部管頂
　　３０　　　　　通気管接続口
　　３１　　　　　枝管部内部管底
　　３２　　　　　枝管部下部内壁面
　　３３　　　　　枝管部接続端
　　３４　　　　　枝管部内部管頂
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　　４０　　　　　異径配管接続継手の内部管頂
　　４１　　　　　異径配管接続継手の内部管底
　　５０　　　　　通気弁接続口
　　５１　　　　　通気弁内部管頂
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